
 

 
 
 
 

報道関係者 各位 

  

内堀醸造株式会社を「くるみん(１回目)」に認定！ 

くるみん認定通知書を交付しました 
岐阜労働局(局長 原田 浩一)は、次世代育成支援対策推進法に基づき以下の企業を認定し、認

定通知書を交付しました。 
これにより岐阜労働局管内のくるみん認定企業は合計 72 社となりました。 
次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」の認定基準等詳細、内堀醸造株式会社の

認定に関する実績については別紙をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年 12 月 19 日に内堀醸造株式会社を訪問してくるみん認定通知書を交付し、育児休業を取得
した従業員にもご参加いただき懇談を行いました。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
（写真 左）                                        （写真 右） 

左から                                           内堀醸造株式会社の皆様 
内堀醸造株式会社 取締役管理部長 内堀 妙子 様、同社代表取締役社長 内堀 泰作 様、         
岐阜労働局雇用環境・均等室長 吉﨑、ハローワーク美濃加茂所長 坂井 

令和 6年 12 月 26 日（木） 

【照会先】 

岐阜労働局 雇用環境・均等室    

雇用環境改善・均等推進監理官 柴田美登里 

室長補佐（指導担当）     辻  健夫 

電話 058-245-1550 

       Press Release 

認定年月日：令和６年 11 月 21 日 
行動計画の期間：令和４年４月１日～令和６年８月 31 日 

●認定通知書交付の様子 ※写真データは提供できますので、記事の掲載をお願します！ 

内堀醸造株式会社（加茂郡八百津町 食酢製造業） 



岐阜労働局雇用環境・均等室長よりくるみん認定通知書を交付し、男性管理職(課長)を
はじめ実際に育児休業を取得した従業員にご参加いただき、貴重なお話を伺いました。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
課長の男性は、「男性の育休取得者第一号として３か月間の育休を取得。迷った末に申出をしたが、嫌

な顔一つなく快く育児休業を取得させてもらえた。育休により子の成長を実感することができ、うれし
い、楽しい時間を過ごすことができた。」とのことでした。別の課長の男性は、「年末年始の休業に育児
休業をつなげることで、まとまった休業期間とする工夫をした。管理職である課長が育休を取得するこ
とで、育休は取得するものという雰囲気が作られていく。」とお話をいただきました。 

また、育児休業からの復帰後小学校就学前までの育児短時間勤務を利用している女性従業員からは、
「子供のお迎えだけでなく、習い事の送り迎えもできて助かっている。時間が短くなることでやり切れ
ない仕事は周囲で快く引き受けてもらえ、仕事の分担も調整してくれる。」と働きやすい環境を実感さ
れていました。 

 
 



 

（事業所情報） 

事業所名 内堀醸造株式会社 
所在地 加茂郡八百津町伊岐津志 437-1 

代表者名 代表取締役社長 内堀 泰作 
業種 食酢製造業 労働者数 164 人 

（認定情報）     

認定マーク くるみん認定 

  

認定年月日 令和６年 11 月 21 日 

認定回数 １回目 

計画期間 令和４年４月１日～令和６年８月 31 日 

男性の 
育休取得状況 

83％ 
（５人取得） 

女性の 
育休取得状況 

166％ 
（10 人取得） 

仕事と育児の両立
推進に係る取組 

○年次有給休暇の取得日数について、一人当たり年間平均 10 日以上を目標に
定め、年次有給休暇の計画的付与協定の締結や、社員の技能レベルを明らかに
するスキルマップを共有し、年次有給休暇の取得促進に取り組みました。 

育児のための 
各種制度等 

〇小学校就学の始期まで利用可能な育児短時間勤務制度を導入しています。 

その他の取組 
（時間外労働の削減・
年休の取得促進等） 

○年次有給休暇取得促進のため、年次有給休暇のうち５日を指定して付与する
協定を締結しています。 

会社から 
ひとこと 

近年では女性社員だけでなく、男性社員の育児休業の取得も増え、また管理職
から若手社員までさまざまな世代が取得しており、男性も育児休業を取得しや
すい雰囲気が広まってきています。今後も育児休業をはじめ、社員が安心して
働ける職場づくりに積極的に取り組んでまいります。 

 

くるみん認定に係る事業所情報・取組状況 
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１．雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。 

２．行動計画の計画期間が、２年以上５年以下であること。 

３．策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。 

４．策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。 

５．次の（１）または（２）のいずれかを満たしていること。 

（１）計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が７％以上である

こと。 

（２）計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の

育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて１５％以上であり、か

つ、育児休業等を取得した者が１人以上いること。 

５．次の（１）または（２）のいずれかを満たしていること。 

（１）計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が１０％以上であ

り、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表

していること。 

（２）計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の

育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて２０％以上であり、当該

割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表している

こと、かつ、育児休業等を取得した者が１人以上いること。 

 

＜労働者数が３００人以下の一般事業主の特例＞ 

 計画期間内に男性の育児休業等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者がいない場合でも、①～④のいずれかに該当すれば基

準を満たす。 

 

 

① 計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいること（１歳に

満たない子のために利用した場合を除く） 

 

② 計画期間内に、中学校卒業前（１５歳に達した後の最初の３月３１日ま

で）の子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性

労働者がいること。 

① 計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいること（１歳に

満たない子のために利用した場合を除く）、かつ、当該男性労働者の数を

厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。 

② 計画期間内に、中学校卒業前（１５歳に達した後の最初の３月３１日ま

で）の子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性

労働者がいること、かつ、当該男性労働者の数を厚生労働省のウェブサイ

ト「両立支援のひろば」で公表していること。 

 ③ 計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて計算したと

きに、男性の育児休業等取得率が７％以上であること。 

③ 計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて計算したと

きに、男性の育児休業等取得率が１０％以上であり、当該割合を厚生労働

省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。 

④ 計画期間において、小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場

合、中学校卒業前（１５歳に達した後の最初の３月３１日まで）の子また

は小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利

用した男性労働者がいること。 

④ 計画期間において、小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場

合、中学校卒業前（１５歳に達した後の最初の３月３１日まで）の子また

は小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利

用した男性労働者がいること、かつ、当該男性労働者の数を厚生労働省の

ウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。 

６．計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率が、７５％以上であ

ること。 

＜労働者数が３００人以下の一般事業主の特例＞ 

計画期間内の女性の育児休業等取得率が７５％未満だった場合でも、

計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて計算したと

きに、女性の育児休業等取得率が７５％以上であれば基準を満たす。 

６．計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率が、７５％以上であ

り、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表して

いること。 

＜労働者数が３００人以下の一般事業主の特例＞ 

計画期間内の女性の育児休業等取得率が７５％未満だった場合でも、計

画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて計算したときに、

女性の育児休業等取得率が７５％以上であり、当該割合を厚生労働省のウ

ェブサイト「両立支援のひろば」で公表していれば基準を満たす。 

７．３歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または

始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。 

８．計画期間の終了日の属する事業年度において次の（１）と（２）のいずれも満たしていること。 

（１）フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月４５時間未満であること。 

（２）月平均の法定時間外労働６０時間以上の労働者がいないこと。 

９．次の①～③のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること。 

① 所定外労働の削減のための措置 

② 年次有給休暇の取得の促進のための措置 

③ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 

１０．法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。 

くるみん、トライくるみん認定基準 

改正前くるみん       トライくるみん                   新しいくるみん 

FYHML
テキスト ボックス


FYHML
テキスト ボックス
※令和４年４月１日以降の認定基準になります。
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○プラチナくるみんを取得した企業は、その後の行動計画策定・届出の代わりに「次世代育成支援対策の実施状況」について毎年少なくとも１回、

公表日の前事業年度（事業年度＝各企業における会計年度）の状況を「両立支援のひろば」で公表する必要があります。 

・１回目の公表は、プラチナくるみん取得後おおむね３ヶ月以内 

・２回目の公表は、公表事業年度終了後おおむね３ヶ月以内 に行ってください。 

 

  

   

１～４．改正前くるみん、トライくるみん、新くるみん認定基準１～４と同一 

５. 次の（１）または（２）のいずれかを満たしていること。 

（１）計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が３０％以上であること。 

（２）計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて５０％以上であり、

かつ、育児休業等を取得した者が１人以上いること。 

＜労働者数が３００人以下の一般事業主の特例＞ 

計画期間内に男性の育児休業等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者がいない場合でも、①～④のいずれか

に該当すれば基準を満たす。 

① 計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいること。（１歳に満たない子のために利用した場合を除く） 

  ② 計画期間内に、中学校卒業前（１５歳に達した後の最初の３月３１日まで）の子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利

用した男性労働者がいること。 

  ③ 計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて計算したときに、男性の育児休業等取得率が３０％以上であること。 

  ④ 計画期間において、小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合、中学校卒業前（１５歳に達した後の最初の３月３１日まで）

の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること。 

６～８．改正前くるみん、トライくるみん認定基準６～８と同一 

９．次の①～③のすべての措置を実施しており、かつ、①または②のうち、少なくともいずれか一方について、定量的な目標を定めて実施し、そ

の目標を達成したこと。 

 ① 所定外労働の削減のための措置 

 ② 年次有給休暇の取得の促進のための措置 

 ③ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 

１０．次の（１）または（２）のいずれかを満たしていること。 

（１）子を出産した女性労働者のうち、子の１歳誕生日まで継続して在職（育児休業等を利用している者を含む）している者の割合が９０％以

上であること。 

（２）子を出産した女性労働者および子を出産する予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち、子の１歳誕生日まで継続して在職して

いる者（子の１歳誕生日に育児休業等を利用している者を含む）の割合が７０％以上であること。 

＜労働者数が３００人以下の一般事業主の特例＞ 

計画期間中に（１）が９０％未満でかつ（２）が７０％未満だった場合でも、計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて

計算したときに、上記の（１）が９０％以上または（２）が７０％以上であれば、基準を満たす。 

１１．育児休業等をし、または育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の向上またはキャリア形成の支援のための取組に

かかる計画を策定し、実施していること。 

１２．改正前くるみん、トライくるみん、新くるみん認定基準１０と同一 

新プラチナくるみん認定基準 

「両立支援のひろば」https://ryouritsu.mhlw.go.jp/ 
は、厚生労働省が運営するウェブサイトです。 
 ・一般事業主行動計画を公表する「一般事業主行動計画公表サイト」 
 ・自社の両立支援の取組状況をチェックし、その結果を踏まえ一般事業主行動計画を作成で 
  きる「両立診断サイト」 
 ・企業や労働者向けのお役立ち情報  など、 
職場で両立支援を進めるための各種情報を検索・閲覧できます。ぜひご活用ください。  

プラチナくるみん 

FYHML
テキスト ボックス



